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問合せ先 執行役員 CFO 小林 直樹 

 （TEL．03-6822-4584） 

 
第三者割当による行使価額修正条項付第 9回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の 

発行に関するお知らせ 
 
当社は、2022 年 11 月 18 日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第 9 回新株予

約権（以下「本新株予約権」という。）の発行を決議しましたので、お知らせいたします。 
 
１．募集の概要 

（１） 割 当 日 2022 年 12 月 6 日 
（２） 新 株 予 約 権 の 総 数 58,000 個 
（３） 発 行 価 額 新株予約権 1 個につき金 180 円（総額 10,440,000 円） 
（４） 当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 
潜在株式数：5,800,000 株（新株予約権 1 個につき 100 株） 
上限行使価額はありません。 
下限行使価額は 277 円ですが、下限行使価額においても、潜在株
式数は 5,800,000 株であります。 

（５） 資 金 調 達 の 額 
（差引手取概算額） 

2,291,440,000 円（注） 

（６） 行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条件 
当初行使価額 395 円 
行使価額は、2022 年 12 月 7 日以降、本新株予約権の各行使請求の
通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下
「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日
に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」と
いう。）の 90％に相当する価額に修正されます。但し、修正後の価
額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を
修正後の行使価額とします。 

（７） 募 集 又 は 割 当 方 法 
（ 割 当 予 定 先 ） 

野村證券株式会社に対する第三者割当方式 

（８） そ の 他 当社は、割当予定先である野村證券株式会社（以下「割当予定先」
という。）に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本
新株予約権の数を指定することができること、当社は、割当予定先
が本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない
期間を指定することができること、割当予定先は、一定の場合に、
当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求す



 
 
 
 

2 

この文書は、当社の第９回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。 

ることができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権
の発行要項に従い、本新株予約権を取得すること、割当予定先は、
当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないこ
と等について、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係
る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の買取
契約において合意する予定であります。詳細については、別記「２．
募集の目的及び理由 （２）本新株予約権の商品性」及び別記「６．
割当予定先の選定理由等 （６）その他」をご参照ください。 

（注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額
であります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価
額（発行決議日の直前取引日の東証終値）で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の
金額でありますが、実際の資金調達の額は行使価額の水準により増加又は減少します。また、本
新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約
権を消却した場合には資金調達の額は減少します。 

 
２．募集の目的及び理由 
（１）資金調達の主な目的 

当社グループは、最新のゲノム編集技術で 2020 年にノーベル化学賞を受賞した CRISPR/Cas9
（注 1）をベースにしながら、遺伝子を切らずにモジュレート（制御）するメカニズムに加えて酵
素の小型化によるウィルスベクターへの搭載を実現するという高度に差別化された独自の遺伝子
制御技術、CRISPR-GNDM®（注 2）プラットフォームを使った世界初の遺伝子治療薬を開発する
ことを目的として、2016 年 1 月に設立されました。社名のモダリスは、モダリティ（創薬技術）
に由来しており、当社の CRISPR-GNDM®による創薬が動物モデルなどでも既に有効性が検証され、
新しいモダリティ（創薬技術）を創造する企業としての確信を高めつつある中で、今後新しいモダ
リティを世界に先駆けてリードしていきたいという想いが込められております。CRISPR-GNDM®

という創薬技術を使うことで、その多くが希少疾患に属し、これまで治療薬が存在しなかった遺
伝性疾患に対して新規治療薬を開発することで、Every life deserves attention（すべての命に、光を）
という経営理念を実現することが当社の使命です。 
これまでの研究開発の経緯といたしましては、プラットフォーム技術の構築の後に 2017 年 4 月

にアステラス製薬株式会社との間で CRISPR-GNDM®を用いたターゲット（非公開）に対する創薬
を目的とした共同研究契約を締結し、それが 2019 年 3 月には遺伝子治療薬開発のライセンス契約
締結に発展し（MDL-201）、また 2019 年 9 月には遺伝子治療薬開発の 2 例目となるライセンス契
約締結に発展しております（MDL-202）。また、2019 年 11 月にはエーザイ株式会社との間でも
CRISPR-GNDM®を用いた共同研究契約を締結し、現在も共同研究を継続中です（MDL-205）。これ
らは CRISPR-GNDM®の有用性が製薬企業からも評価されたためであると当社では考えておりま
す。さらに、2020 年 4 月には Editas Medicine, Inc.との間で CRISPR/Cas9 特許の許諾を受けるライ
センス契約を締結し、開発後の上市に向けた道筋について知財パッケージの構築も先んじて行い
ました。2020 年 8 月の株式上場で得た資金を基に、2021 年 10 月には当社グループが米国で保有
する研究施設を米国マサチューセッツ州ケンブリッジ市から同州ウォルサム市に移転しました。
新しい拠点は 1,200m2 を越える規模でこれまでの 3 倍の拡張移転となり、研究探索の機能に加え
てプロセス開発など臨床に向けた開発の機能を確保できる体制が整いました。さらに、研究部門
人員を移転前の 2021 年 10 月末の 19 名から 2022 年 9 月末は 31 名に増強しており、自社パイプラ
インの研究開発を推進した結果、最も開発の進んでいるパイプライン（MDL-101）では、サル試験
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の実施及び治験薬製造に向けた準備体制を構築いたしました。その上で、2022年 7月には米国 FDA
（注 3）との間で INTERACT Meeting（注 4）を行い、MDL-101 及び CRISPR-GNDM®技術につい
て規制当局である FDA と対話する最初の機会を得ることができました。その Meeting を通じて当
社は当初より考えていた臨床試験デザインと FDA の見解は概ね一致していることを確認し、当社
の試験計画・戦略に大幅な変更を加える必要が無いと考えるに至りました。これにより、MDL-101
は Pre-IND（注 5）に向けて本格的な準備を開始できる環境が整いました。しかしながら、2022 年
9 月 15 日付「MDL-101 の改良型への移行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、CRISPR-
GNDM®分子を細胞に届ける送達ツールであるアデノ随伴ウィルス（AAV）ベクターをこのタイミ
ングで改良型に移行する必要性が生じたため、それに伴ってMDL-101の臨床試験入りの見通しが、
約 1 年延期する見通しとなり、Pre-IND は 2023 年央の予定に、IND（注 6）は 2024 年の予定にと
計画が変更されました。MDL-101 のような筋肉疾患を対象として AAV を用いた全身投与による
遺伝子治療薬は、近年の各社による臨床試験において有望な結果を見せていますが、AAV の大量
かつ全身投与に伴う安全性上の懸念が業界、アカデミア、当局において高まっており、一方で、技
術革新により改良型のAAVが非常に優れたターゲット組織特異性と送達効率を見せていることか
ら、改良型 AAV への切り替えが有効性、安全性、コスト、倫理を含むいずれの観点からも今後の
創薬業界に対する強い要請になると考えられています。遺伝子治療分野における近年の技術革新
のスピードは速く、こうした動きに速やかに適応していくことが当社パイプラインにとっても必
須であることから改良型の AAV を採用して MDL-101 の改良を行う決定をしております。これに
より、開発のスケジュールは約 1 年延期することになりますが、改良型 AAV の優位性を考えれば
トータルではより大きな価値をもたらすと考えています。また、同時にタウオパチーを対象疾患
として開発中のパイプライン（MDL-104）の優先度を上げ、MDL-101 と並行して開発を行う方針
を決定しており、MDL-101 と同様に Pre-IND は 2023 年央の予定に、IND は 2024 年の予定にと計
画が変更されました。 
また、ライセンス交渉等の状況は、複数の製薬企業との交渉を継続しておりますが、交渉の成否

は交渉先の状況に依存するため、当社が成約の時期や規模をコントロールすることができないた
め将来予測には不確実性が伴います。したがって当社グループはその不確実なライセンス交渉の
状況に過度に依存することなく、自社単独で進めることができる研究開発を同時並行で進め、む
しろ研究開発を加速することで事業価値を高め、それが優位にライセンス交渉を進められる状況
を作りうるという考えの下で、当社が独自に進められる研究開発に対して経営資源を傾注する戦
略で進めております。 
このように研究開発を進めてまいりましたが、MDL-101 の Pre-IND という新薬の開発における

大変重要なイベントを目前としながら、当初想定には無かった AAV の改良という大きな決断を行
ったことにより、その移行のために当初想定したよりも多額の資金が必要な状況が発生しており
ます。加えて、交渉先やライセンス先からの収入に依存しないで安定的に研究開発を進められる
資金手当も一層と必要とされる状況になっております。上記のような資金ニーズの発生及び資
金調達が必要となるタイミングの到来から、今回新たな資金調達を実行する決定をいたしま
した。 

 
上述のような背景から今回資金調達を行う理由は以下の 3 点であります。 

① AAV の改良を行い、新薬の安全性、有効性、コスト面での優位性を高める改善を図る（MDL-101
の AAV 改良費用及びその他のパイプラインの AAV 改良に向けた評価・検証試験等の費用） 

改良型 AAV へ切り替えることで、AAV の大量投与に伴う安全性上の懸念を低減し、優れたター
ゲット組織特異性と送達効率といった有効性を備えさせ、必要投与量の低下に伴う製造コストの
低減といった優位性の高い機能を持たせることで、トータルではより大きなパイプライン価値を
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実現したいと考えています。具体的な対応としましては、改良型 AAV の検証に必要なサル試験、
改良型 AAV の導入に必要なライセンス料及び改良型 AAV への移行に伴う製造費用等が追加で必
要となったことにその資金を充当いたします。基本的には MDL-101 の AAV 改良に対して資金が
充当されますが、昨今の AAV の技術革新のスピードを踏まえると、MDL-101 以外の他のパイプラ
インについてもターゲット疾患に最も適した AAV を見極め、改良型への移行を随時検討する必要
があると考えられますので、そのために必要な評価・検証試験等にも充当いたします。その結果、
他のパイプラインにおいても改良型の AAV が必要との判断に至り、かつ資金需要の規模が大きか
った場合には当社の資金状況を勘案して追加で資金調達を検討することが想定されます。 

 
② 今後新規に開始されるプロジェクトを含めた自社パイプラインの研究開発を推進する 

これまでの筋疾患領域及び中枢疾患領域に加えて、心臓疾患領域等の今後新規に開始されるプ
ロジェクトを含めた自社パイプラインに関して必要となる来年度以降の研究開発資金に充当する
目的となります。MDL-101 の Pre-IND 及び IND に必要な資金に加えて、MDL-101 の Pre-IND を戦
略的理由から延期すると同時にMDL-104の Pre-INDに関しては早める計画に変更すること等にお
いて必要な資金に充当いたします。MDL-101、104、105 及び新規共同研究に関しましては、複数
の製薬・バイオテック企業とライセンス交渉等のパートナリングに向けたディスカッションを継
続中であり、当該資金がこれらの成就によって全部あるいは一部賄われることも想定されますが、
不確実性を伴うライセンス交渉等の状況に過度に依存することなく、自社単独で進めることがで
きる研究開発を同時並行で進め、むしろ研究開発を加速することで事業価値を高め、それが優位
にライセンス交渉等を進められる状況を作りうるという考えの下で、当社が独自に進められる研
究開発に対して経営資源を傾注する戦略で進めておりますので自社パイプラインの研究開発を推
進するために必要な資金を確保したいと考えております。 

 
③ 研究開発を推進する研究員の適切な確保と適時での採用を行う 

上記①及び②を推進する人的リソース確保のための人件費並びに開発のステージが上がること
で、研究はもとより開発及び薬事等といった IND に向けた新たな人材が必要になることを見据え
た採用費に充当いたします。 

 
上記が、資金調達を行う主な理由ですが、当社グループは 2022 年 9 月 30 日現在で 3,681 百万円

の現金及び預金を保有しており、2022 年 12 月期第 3 四半期累計期間の営業損失は 1,438 百万円と
なっておりますが、MDL-101 の Pre-IND に向けた AAV 改良を開始する現段階において財務基盤
を強化することで、今後の安定的な事業運営を図ることも目的としています。 
以上のとおり、当社グループの今後の事業展開と中期的な視野に立った成長投資資金を調達す

るための資金調達方法について、下記「（３）本新株予約権を選択した理由」に記載した内容に基
づき検討を行った結果、財務基盤の強化に資するエクイティ性のファイナンスによる資金調達が
適切であると判断し、本新株予約権の発行による資金調達（以下「本資金調達」といいます。）を
実施することにしました。 
上記で説明のとおり、当社グループは、本資金調達により調達する資金を、①AAV の改良を行

い、新薬の安全性、有効性、コスト面での改善を図ること、②今後新規に開始されるプロジェクト
を含めた自社パイプラインの研究開発を推進すること、そして③研究開発を推進する研究員の適
切な確保と適時での採用を行うことに充当する予定です。当社グループは、本資金調達により資
本増強を図るとともに、本調達資金を上記の成長投資のための資金に充当することで、ここまで
進めてきた研究開発の歩みを止めることなく、当社独自の CRISPR-GNDM®技術を使った MDL-101
及び MDL-104 の Pre-IND を実現させるという重要なイベントを達成することで、IND に向けた研
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究開発のステージを上げることができます。IND を得て臨床試験が開始されることで、当社の事
業の価値がさらに大きく向上すると同時に、これまで治療薬のなかった希少疾患・遺伝子疾患の
患者様に対して、世界初の CRISPR-GNDM®技術を使った新薬をお届けすることの実現性が大きく
前進し、Every life deserves attention（すべての命に、光を）という当社の経営理念が実行できるも
のと強く考えております。 

 
なお、今回のエクイティ・ファイナンスにおける具体的な資金使途及び支出予定時期について

は、下記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途」に
記載しています。 

 

（注 1） CRISPR/Cas9 とは、ZFN、TALEN に続く第三世代かつ最新のゲノム編集技術で、これに
より DNA をゲノム上の特定の場所で切断することが可能になり、遺伝子疾患などをター
ゲットとした医薬品のみならず、品種改良など幅広い領域で利用可能となりました。 

（注 2） CRISPR-GNDM®とは、Guide Nucleotide - Directed Modulation の略称であり、CRISPR/Cas9

のコア分子である Cas9という CRISPR酵素を基に遺伝子を選択的に制御することを可能
にした、当社グループが開発した独自の創薬プラットフォームシステムです。 

（注 3） FDA とは、アメリカ食品医薬品局（Food and Drug Administration）の略称であり、食品や
医薬品等を取り締まる米国の政府機関です。 

（注 4） INTERACT Meeting とは、INitial Targeted Engagement for Regulatory Advice on CBER producTs

の略称であり、FDA から開発の初期段階で革新的な治験薬の予備的な非公式協議を受け
ることができるものです。 

（注 5） Pre-IND とは、IND を FDA に申請することです。 

（注 6） IND とは、Investigational New Drug Application の略称であり、米国における新薬候補臨床
試験の開始届で承認を得ることです。この承認がなければ臨床試験は実施できず、医薬
品開発の非常に重要なステップになります。 

 
（２）本新株予約権の商品性 

① 本新株予約権の構成 
• 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は 100 株と固定されており、本新株予約権

の目的となる株式の総数は 5,800,000 株です。 
• 本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）はその裁量により本

新株予約権を行使することができます。但し、下記②及び③に記載のとおり、当社と割当
予定先との間で締結予定の買取契約の規定により当社が行使指定（下記②に定義する。）又
は停止指定（下記③に定義する。以下同じ。）を行うことができますので、当社の裁量によ
り、割当予定先に対して一定数量の範囲内での行使を義務づける、又は行使を行わせない
ようにすることが可能となります。 

• 本新株予約権の行使価額は、当初 395 円（発行決議日の直前取引日の東証終値）ですが、
本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日以降、当該通知が行われた日の直前取引日
の東証終値の 90％に相当する価額に修正されます。但し、行使価額の下限（下限行使価額）
は 277 円（発行決議日の直前取引日の東証終値の 70％の水準）であり、修正後の価額が下
限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。 



 
 
 
 

6 

この文書は、当社の第９回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。 

• 本新株予約権の行使可能期間は、割当日の翌取引日以降約 3 年間（2022 年 12 月 7 日から
2025 年 12 月 5 日まで）であります。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業
日及び前々営業日並びに株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、
行使請求をすることができません。 

本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契
約において、主に下記②乃至④の内容について合意する予定であります。 

② 当社による行使指定 
• 割当日の翌取引日以降、2025 年 11 月 6 日までの間において、発行後の株価の状況や当社

の資金調達ニーズが高まるタイミングを考慮し、臨機応変に資金調達を実現するため、当
社の判断により、当社は割当予定先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき
本新株予約権の数を指定すること（以下「行使指定」という。）ができます。 

• 行使指定に際しては、その決定を行う日（以下「行使指定日」という。）において、以下の
要件を満たすことが前提となります。 
(ⅰ) 東証終値が下限行使価額の 120％に相当する金額を下回っていないこと 
(ⅱ) 前回の行使指定日から 20 取引日以上の間隔が空いていること 
(ⅲ) 当社が、未公表の重要事実を認識していないこと 
(ⅳ) 当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと 
(ⅴ) 停止指定が行われていないこと 
(ⅵ) 東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限

に達し（ストップ高）又は下限に達した（ストップ安）まま終了していないこと 
• 当社が行使指定を行った場合、割当予定先は、原則として、行使指定日の翌取引日から 20

取引日以内（以下「指定行使期間」という。）に指定された数の本新株予約権を行使する義
務を負います。 

• 一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付
されることとなる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの 20 取引日又は 60 取引
日における当社株式の 1日あたり平均出来高のいずれか少ない方に 2を乗じて得られる数
と発行決議日現在の発行済株式数の 10％に相当する株数のいずれか小さい方を超えない
ように指定する必要があります。 

• 但し、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が下限行使価額を下回
った場合には、以後、当該行使指定の効力は失われます。 

• 当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。 
③ 当社による停止指定 

• 当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間（以下
「停止指定期間」という。）として、2022 年 12 月 9 日から 2025 年 11 月 5 日までの間の任
意の期間を指定（以下「停止指定」という。）することができます。停止指定を行う場合に
は、当社は、2022 年 12 月 7 日から 2025 年 10 月 31 日までの間において停止指定を決定
し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当予定先に通知いたし
ます。但し、上記②の行使指定を受けて割当予定先が行使義務を負っている本新株予約権
の行使を妨げるような停止指定を行うことはできません。なお、上記の停止指定期間につ
いては、停止指定を行った旨をプレスリリースにより開示した日の 2 取引日以後に開始す
る期間を定めるものとします。 

• なお、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができます。 
• 停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す

際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。 
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④ 割当予定先による本新株予約権の取得の請求 
割当予定先は、(ⅰ)2022 年 12 月 7 日以降、2025 年 11 月 5 日までの間のいずれかの 5 連続取
引日の東証終値の全てが下限行使価額を下回った場合、(ⅱ)2025 年 11 月 6 日以降 2025 年 11
月 13 日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会（株主総会の
決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力
発生日の 15 取引日前までの期間、(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約に定め
る当社の表明及び保証に虚偽があった場合、又は(ⅴ)当該買取契約に定める禁止行為を行った
若しくは割当予定先から要求される行為を行わなかった場合、当社に対して通知することによ
り、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株
予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する
本新株予約権を全て取得します。 

 
（３）本新株予約権を選択した理由 

数あるエクイティ・ファイナンス手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、既
存株主の利益に充分配慮するため、株価への影響の軽減や過度な希薄化の抑制が可能となる仕組
みが備わっているかどうかを最も重視いたしました。また、当社の資金調達ニーズへの柔軟な対
応が可能な手法であるかどうかとともに、資本政策の柔軟性が確保されていること等も手法選択
の判断材料といたしました。 
その結果、以下に記載した本新株予約権の特徴を踏まえ、当社は、本新株予約権が当社のニー

ズを充足し得る現時点での最良の選択肢であると判断し、その発行を決議いたしました。 
（本新株予約権の主な特徴） 
＜当社のニーズに応じた特徴・メリット＞ 
① 約 3 年間にわたり発生する資金調達ニーズへの柔軟な対応が可能なこと 

• 今般の資金調達における調達資金の支出時期は、下記「３．調達する資金の額、使途及び
支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、約 3 年間にわたり
ます。本新株予約権は、発行後の株価の状況や当社の資金調達ニーズが高まるタイミング
を考慮し、行使指定や停止指定を行うことを通じて、臨機応変に資金調達を実現すること
が可能な設計になっております。 

② 過度な希薄化の抑制が可能なこと 
• 本新株予約権は、潜在株式数が 5,800,000 株（2022 年 10 月 31 日現在の発行済株式数

29,162,500 株の 19.89％）であり、一定の希薄化が生じるものの、最大の希薄化率は一定で
あり、株式価値の希薄化が限定されております。また、本新株予約権には上限行使価額が
設定されていないため、株価上昇時には希薄化を抑制しつつ調達金額が増大するというメ
リットを当社が享受できることで、既存株主の利益に配慮した資金調達が可能となってお
ります。 

• 本新株予約権者がその裁量により本新株予約権を行使することができるため、当社が行使
指定を行わずとも株価が下限行使価額を上回る水準では行使が進むことが期待される一方、
当社は、当社株価動向等を勘案して停止指定を行うことによって、本新株予約権の行使が
行われないようにすることができます。 

③ 株価への影響の軽減が可能なこと 
以下の仕組みにより、株価への影響の軽減が可能となると考えております。 
• 行使価額は各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終値を基準として修正され

る仕組みとなっていることから、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、
当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいこと 
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• 下限行使価額が 277 円（発行決議日の直前取引日の東証終値の 70％の水準）に設定され
ていること 

• 行使指定を行う際には、東証終値が 333 円（下限行使価額の 120％の水準）以上である必
要があり、また、上記「（２）本新株予約権の商品性 ②当社による行使指定」に記載の
とおり、一度に行使指定可能な数量の範囲は行使指定直前の一定期間の出来高等を基本
として定められることとなっており、行使が発生する株価水準や株式の交付による需給
悪化懸念に配慮した設計となっていること 

④ 資本政策の柔軟性が確保されていること 
資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、残存する本新株予約権の全部を本新
株予約権 1 個あたり払込金額と同額でいつでも取得することができ、資本政策の柔軟性を確
保できます。なお、当社は残存する本新株予約権の全部を取得する際には、取得日、取得する
本新株予約権の名称等をプレスリリースにより開示いたします。 

＜本新株予約権の主な留意事項・デメリット＞ 
本新株予約権には、主に、下記⑤乃至⑧に記載された留意事項がありますが、当社といたしま

しては、上記①乃至④に記載のメリットから得られる効果の方が大きいと考えております。 
⑤ 本新株予約権の下限行使価額は 277 円（発行決議日の直前取引日の東証終値の 70％の水準）

に設定されており、株価水準によっては本新株予約権の行使による資金調達の全部又は一部が
できない可能性があります。 

⑥ 株価の下落局面では、行使価額が下方修正されることにより、調達額が予定額を下回る可能性
があります。但し、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。 

⑦ 当社の株式の流動性が減少した場合には、調達完了までに時間がかかる可能性があります。 
⑧ 本新株予約権発行後、東証終値が 5 取引日連続して下限行使価額を下回った場合等には、割当

予定先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する場合があります。 
（他の資金調達方法と比較した場合の本新株予約権の特徴） 
⑨ 公募増資等により一度に全株を発行すると、一時に資金を調達できる反面、1 株あたりの利益

の希薄化も一時に発生するため株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。 
社債、借入れによる資金調達は、一時に資金を調達できる反面、調達金額が負債となるため財
務健全性指標は低下いたします。なお、2022 年 9 月 30 日現在、当社は借入れを行っておりま
せん。 
本新株予約権においては、上記③に記載のとおり、行使の分散、下限行使価額の設定等の仕組
みにより株価への影響の軽減が期待されます。また、調達金額は資本となるため、財務健全性
指標は上昇いたします。一方、当社株式の株価・流動性の動向次第では、実際の調達金額が当
初の予定を下回る可能性があります。 
転換社債型新株予約権付社債は、一時に資金を調達でき、また 1 株あたりの利益の希薄化も即
座に発生しない反面、当初調達金額が負債となるため財務健全性指標の低下が見込まれること
とともに転換が完了しない場合に満期時の返済負担が生じます。 
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３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 
（１）調達する資金の額 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円) 

2,301,440,000 10,000,000 2,291,440,000 

（注）１．払込金額の総額は、発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合
計額を合算した金額であります。 

２．払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された
金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は増加又は減少しま
す。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取
得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の
合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。 

３．発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用及びその他事務費用（有
価証券届出書作成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等）の合計であります。 

４．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 
 

（２）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額 2,291,440,000 円につきましては、上記「２．募集の目的及び理由（１）資金
調達の主な目的」に記載の内容を目的として、下記のとおり充当する予定であります。 

具体的な使途 
金額 

(百万円) 
支出予定時期 

① AAV の改良に必要な評価・検証試験、ライセン
ス料、製造関連費用等 

500 2022 年 12 月～2023 年 12 月 

② 今後新規に開始されるプロジェクトを含めた自社
パイプラインの研究開発費（人件費を除く） 

1,391 2023 年 1 月～2025 年 12 月 

③ 研究開発を推進する研究員の人件費及び採用費 400 2023 年 1 月～2025 年 12 月 

合計 2,291  

（注）１．本新株予約権の行使状況又は行使期間における株価推移により想定どおりの資金調達ができ
なかった場合には、上記①及び②への充当を優先して行う予定であります。なお、本新株予
約権の行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調
達ができた場合には、超過分は上記①及び②に充当する予定であります。 

２．当社は、本新株予約権の払込み及び行使により調達した資金を速やかに支出する計画であり
ますが、支出実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定
であります。 

 
   上記各資金使途に係る詳細につきましては、以下のとおりです。 

① AAV の改良に必要な評価・検証試験、ライセンス料、製造関連費用等 

CRISPR-GNDM®分子を細胞に届ける送達ツールであるアデノ随伴ウィルス（AAV）ベクターを
改良型 AAV へ切り替えることで、AAV の大量投与に伴う安全性上の懸念を低減し、優れたター
ゲット組織特異性と送達効率といった有効性を備えさせ、必要投与量の低下に伴う製造コストを
低減可能にするといった優位性の高い機能を持たせることで、トータルではより大きな価値をも
たらす事業にレベルアップしたいと考えています。この費用として合計 500 百万円を充当する予
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定であり、その主な内訳は、改良型 AAV の選定に必要な評価・検証試験の費用に 230 百万円、改
良型 AAV を利用するために必要なライセンス料の全部又は一部に 100 百万円（但し、ライセンス
元との交渉は今後行われるため、金額は現時点での試算となります。）、改良型 AAV の製造関連費
用に 75 百万円を見込んでおります。これらは基本的には MDL-101 の AAV 改良に必要な費用で
すが、MDL-101 以外のパイプラインの評価・検証試験等として、その他費用に 95 百万円を見込
んでおります。昨今の AAV の技術革新のスピードを踏まえると、MDL-101 以外の他のパイプラ
インについてもターゲット疾患に最も適した AAV を見極め、改良型への移行を随時検討する必
要があると考えております。 
支出予定期間は、2022 年 12 月から 2023 年 12 月までを予定しています。 

 

② 今後新規に開始されるプロジェクトを含めた自社パイプラインの研究開発費 

2020 年 8 月の株式上場による新株式発行で調達した資金の内一部は、この費用に投下してきま
した。本資金調達においても、この費用に引き続き資金充当を行い、MDL-101 の Pre-IND 及び IND
に必要な資金に充当することに加えて、MDL-101 の Pre-IND を戦略的理由から延期すると同時に
MDL-104の Pre-INDに関しては早める計画に変更すること等において必要な資金に充当いたしま
す。この費用として合計 1,391 百万円を充当する予定であり、内訳は上記 Pre-IND 及び IND に必
要な費用として 800 百万円、外部に発注する研究試薬等の研究材料費に加えて研究設備の購入費
用及び研究施設の維持管理費用等の米国の研究施設において自社パイプラインの研究開発を推進
するために必要な費用全般に対して 591 百万円の資金を充当する予定です。不確実性を伴うライ
センス交渉の状況に過度に依存することなく、自社単独で進めることができる研究開発を同時並
行で進め、むしろ研究開発を加速することで事業価値を高め、それが優位にライセンス交渉を進
められる状況を作りうるという考えの下で、当社が独自に進められる研究開発に対して経営資源
を傾注する戦略で進めておりますので自社パイプラインの研究開発を推進するために必要な資金
を確保したいと考えております。 
支出予定期間は、2023 年 1 月から 2025 年 12 月までを予定しています。 

 
③ 研究開発を推進する研究員の人件費及び採用費 

上記①及び②を確実に推進するためには適切な人的リソースの確保が前提となりますので、研
究開発を推進するための研究開発部門の人件費（既存及び新規採用予定の従業員及び外部アドバ
イザー等）並びに開発のステージが上がることで、研究はもとより開発及び薬事等といった IND
に向けた新たな人材が必要になることを見据えた採用費として合計 400 百万円を充当する予定で
あります。支出予定期間は、2023 年 1 月から 2025 年 12 月までを予定しています。 

 
４．資金使途の合理性に関する考え方 

今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時
期（２）調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、今後の成長基盤の確立と
中長期的な企業価値の向上を図れることから、株主価値の向上に資する合理的なものであると考え
ております。 
 

５．発行条件等の合理性 
（１）発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の
効力発生をもって締結予定の買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を
第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング（東京都千代田区霞が関三丁目 2
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番 5 号 代表取締役ＣＥＯ 野口真人）（以下「プルータス・コンサルティング」という。）に依
頼いたしました。プルータス・コンサルティングは、権利行使期間、権利行使価格、当社株式の
株価、株価変動率、配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、新株予約権の価値評価で一般的に
使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権の価値評価を実施して
おります。価値評価にあたっては、主に①当社の取得条項（コール・オプション）については発
動のタイミングを定量的に決定することが困難であるため、下記③の場合を除き評価に織り込ま
ないこと、②当社は資金調達のために株価水準に留意しながら行使指定を行い、割当予定先は株
価水準に留意しながら権利行使を行うこととして、株価が下限行使価額を上回っている場合にお
いて、資金支出計画をもとに想定される支出期間（権利行使可能な期間に限る。）にわたって一様
に分散的な権利行使がされること、③株価が下限行使価額を 5 営業日連続して下回った場合、割
当予定先は当社に本新株予約権の取得を請求する旨の通知を行うこと等を想定しております。当
社は、当該評価を参考にして、本新株予約権 1 個あたりの払込金額を当該評価と同額となる金 180
円としました。当社は、上記「２．募集の目的及び理由（２）本新株予約権の商品性」に記載し
た本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準を勘案の上、本新株予約権の払込
金額は合理的であり、本新株予約権の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。さ
らに、当社監査等委員会から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、以下の各点を確認
し、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反す
る重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ております。 

(ⅰ) 本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識・経験
が必要であると考えられ、プルータス・コンサルティングがかかる専門知識・経験を有す
ると認められること 

(ⅱ) プルータス・コンサルティングと当社との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計
監査を行っているものでもないので、当社との継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣
から一定程度独立していると認められること 

(ⅲ) 当社取締役がそのようなプルータス・コンサルティングに対して本新株予約権の価値評価
を依頼していること 

(ⅳ) プルータス・コンサルティングから当社実務担当者及び監査等委員会への具体的な説明が
行われたうえで、評価報告書が提出されていること 

(ⅴ) 本新株予約権の発行に係る決議を行った取締役会において、プルータス・コンサルティン
グの評価報告書を参考にしつつ当社実務担当者による具体的な説明を踏まえて検討が行わ
れていること 

(ⅵ) 本新株予約権の発行プロセス及び発行条件についての考え方並びに新株予約権の発行に係
る実務慣行について、当社法律顧問から当社の実務担当者に対して説明が行われており、
かかる説明を踏まえた報告が実務担当者から本新株予約権の発行を担当する取締役になさ
れていること 

 
（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は最大 5,800,000 株（議決権 58,000 個
相当）であり、2022 年 10 月 31 日現在の当社発行済株式数 29,162,500 株（総議決権数 290,836 個
（2022年6月30日現在））に対して占める割合は最大19.89％（当社議決権総数に対し最大19.94％）
に相当し、これにより一定の希薄化が生じるものと認識しております。 
しかしながら、上記「２．募集の目的及び理由 （３）本新株予約権を選択した理由」に記載

のとおり、本新株予約権の発行により、過度の希薄化を招かない範囲で今後の成長基盤の確立と
中長期的な企業価値の向上を図れることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合
理的なものであると考えております。 
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また、①本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数 5,800,000 株に対し、当社株式の
過去 6 か月間における 1 日あたり平均出来高は 624,471 株であり、一定の流動性を有しているこ
と、②本新株予約権は当社の資金需要に応じて行使をコントロールすることが可能であり、かつ、
③当社の判断により任意に本新株予約権を取得することが可能であることから、本新株予約権の
行使により交付され得る株式数は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えております。 
これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。 

 
６．割当予定先の選定理由等 
（１）割当予定先の概要（2022 年 3 月 31 日現在） 

① 商 号 野村證券株式会社 
② 本 店 所 在 地 東京都中央区日本橋一丁目 13 番 1 号 
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 奥田 健太郎 
④ 事 業 内 容 金融商品取引業 
⑤ 資 本 金 の 額 10,000 百万円 
⑥ 設 立 年 月 日 2001 年 5 月 7 日 
⑦ 発 行 済 株 式 数 201,410 株 
⑧ 事 業 年 度 の 末 日 3 月 31 日 
⑨ 従 業 員 数 14,445 名（単体） 
⑩ 主 要 取 引 先 投資家並びに発行体 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀
行、株式会社りそな銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、農林中央金
庫 

⑫ 大株主及び持株比率 野村ホールディングス株式会社 100％ 
⑬ 当 社 と の 関 係 等  

 
資 本 関 係 

割当予定先が保有している当社の株式の数：326,600 株 
（2022 年 6 月 30 日現在） 
当社が保有している割当予定先の株式の数：－ 

 
 
 
人 的 関 係 

当社と割当予定先との間には、記載すべき人的関係はありません。ま
た、当社の関係者及び関係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の
間には、特筆すべき人的関係はありません。 

 
取 引 関 係 該当事項はありません。 

 
 
関 連 当 事 者 へ の 
該 当 状 況 

割当予定先は、当社の関連当事者には該当しません。また、割当予定
先の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

⑭ 最近 3 年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決 算 期 2020 年 3 月期 2021 年 3 月期 2022 年 3 月期 

 純 資 産 652,902 642,888 618,868 

 総 資 産 13,256,479 12,121,762 12,830,957 
 1 株当たり純資産 ( 円 ) 3,241,657.16 3,191,937.74 3,072,678.67 
 営 業 収 益 589,704 647,856 580,076 
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 営 業 利 益 68,592 122,322 74,660 
 経 常 利 益 70,366 122,087 74,790 

 当 期 純 利 益 51,060 85,617 67,542 
 1 株当たり当期純利益(円) 253,512.44 425,088.64 335,345.89 
 1 株当たり配当金 ( 円 ) 496,500 422,025 335,000 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

（注）割当予定先は、東証の取引参加者であるため、東証に対しては反社会的勢力に該当しないことに
関する確認書の提出を要しません。 

 
（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、上記「２．募集の目的及び理由（３）本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、
野村證券株式会社が、株価や既存株主の利益に充分に配慮しながら必要資金を調達したいという
当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として 2022 年 9 月に本新株予約権を提案したこと
に加え、同社が、①国内外に厚い投資家基盤を有しているため、当社株式に対する機関投資家を
はじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している新株予約権の行使により交
付する株式の円滑な売却が期待されること、②同種のファイナンスにおいて豊富な実績を有して
おり、株価への影響や既存株主の利益に配慮しつつ円滑な資金調達が期待できること等を総合的
に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。 
なお、本新株予約権は、日本証券業協会会員である野村證券株式会社による買受けを予定する

ものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受け
て募集が行われるものであります。 
 

（３）割当予定先の保有方針 
本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社は、当社との間で締結予定の買取契約の規

定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を
取得する必要があります。一方で、野村證券株式会社は、本新株予約権の行使により交付を受け
ることとなる当社株式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市
場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針であることを口頭で確認しております。 
 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 
当社は、本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社の 2022 年 7 月 1 日付第 21 期決算

公告における 2022 年 3 月 31 日時点の貸借対照表により、同社が本新株予約権の払込みに要する
充分な現金・預金及びその他の流動資産（現金・預金：1,113,060 百万円、流動資産計：12,776,293
百万円）を保有していることを確認しております。 
 

（５）株券貸借に関する契約 
本新株予約権の発行に伴い、株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメントは、その

保有する当社株式について割当予定先への貸株を行う予定です。なお、貸株契約の締結日は未定
です。 
割当予定先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社株式の貸株を使用する予定であり、

本新株予約権の行使により取得することとなる当社株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本
件に関わる空売りを目的として、当社株式の貸株は使用しません。 
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なお、株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメントは、当社の株価や株式市場の動
向、本新株予約権の行使の進捗状況等を勘案し、割当予定先へ貸株の返還を請求する可能性があ
り、その旨を割当予定先へ通知しております。 

 
（６）その他 

本新株予約権に関して、当社は、本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社との間で、
本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の買取契約において、上記「２．
募集の目的及び理由（２）本新株予約権の商品性」②乃至④に記載の内容以外に下記の内容につ
いて合意する予定であります。 
＜割当予定先による行使制限措置＞ 
① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第 434 条第 1 項及び同規程施行規則第 436 条第 1 項

乃至第 5 項の定めに基づき、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を
講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、
本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における発行会社普
通株式の終値（但し、本新株予約権の行使価額の調整が行われた場合は同様に調整される。）
以上の場合、本新株予約権の行使可能期間の最終 2 か月間等の所定の適用除外の場合を除き、
本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとな
る株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の 10％を超えることとなる
場合の、当該 10％を超える部分に係る新株予約権の行使（以下「制限超過行使」という。）を
割当予定先に行わせません。 

② 割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるよう
な本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらか
じめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行いま
す。 

＜割当予定先による本新株予約権の譲渡制限＞ 
割当予定先は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲

渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合
には、割当予定先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で上記①及び②の内容
等について約させ、また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様
の内容等を約させるものとします。但し、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付され
た株式を第三者に譲渡することを妨げません。 
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７．大株主及び持株比率 
募集前（2022 年 6 月 30 日現在）（注） 

株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント 16.59％ 
濡木 理 10.12％ 
株式会社日本カストディ銀行 （信託口） 4.85％ 
BBH（LUX）FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND（常任代理人 株式会社三菱UFJ
銀行） 

4.25％ 

野村信託銀行株式会社（投信口） 4.18％ 
SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合 2.40％ 
ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 2.37％ 
協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 1.87％ 
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 1.65％ 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1.35％ 
（注）割当予定先である野村證券株式会社は、今回の募集分について長期保有を約していないため、今

回の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示していません。 
 
８．今後の見通し 

今回の調達資金を上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具
体的な使途」に記載の使途に充当することにより、一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強
化につながるものと考えております。 
これにより業績に与える影響は軽微です。また、今期の業績予想は未公表であり、開示すべき事

項が発生した場合には、速やかに公表いたします。 
 
９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本新株予約権の発行は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発行
決議日現在における当社の発行済株式数に係る議決権総数の 25％未満としていること、②支配株主
の異動を伴うものではないこと（本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、支配株主
の異動が見込まれるものではないこと）から、東証の有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三
者からの意見入手又は株主の意思確認手続きは要しません。 

 
10．最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 
（１）最近 3 年間の業績（連結）            （単位：千円。特記しているものを除く。） 

 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 
事 業 収 益 644,500 342,000 1,100 
営 業 利 益 又 は 営 業 損失 （ △ ） 157,194 △398,351 △1,239,444 
経 常 利 益 又 は 経 常 損失 （ △ ） 146,351 △439,549 △1,231,299 
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△） 

140,528 △448,407 △738,956 

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は 
1 株当たり当期純損失（△） (円 ) 

5.96 △17.02 △25.70 

1 株 当 た り 配 当 額 ( 円 ) - - - 
1 株 当 た り 純 資 産 額 ( 円 ) 153.09 217.67 191.57 
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（注）１．当社は、2019 年 11 月 29 日開催の取締役会決議により、2019 年 12 月 22 日付で普通株式 1 株
につき 100 株の割合で株式分割を行っており、2019 年 12 月期の期首に当該株式分割が行わ
れたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△）
を算出しております。 

２．1 株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。 
 
（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2022 年 10 月 31 日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 
発 行 済 株 式 数 29,162,500 株 100％ 
現 時 点 の 行 使 価 額 
に お け る 潜 在 株 式 数 

1,548,800 株 5.31％ 

（注）上記潜在株式は全てストックオプションによるものです。 
 

（３）最近の株価の状況 
① 最近 3 年間の状況 

 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 
始  値 - 2,520 円 2,220 円 
高  値 - 4,070 円 3,025 円 
安  値 - 1,701 円 593 円 
終  値 - 2,212 円 613 円 

（注）2020 年 8 月 3 日に東京証券取引所マザーズに上場したため、それ以前の株価については該当事項
がありません。 

 
② 最近 6 か月間の状況 

 
2022 年 

6 月 
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 

始  値 445 円 500 円 468 円 410 円 381 円 380 円 
高  値 602 円 507 円 505 円 435 円 404 円 436 円 
安  値 394 円 437 円 399 円 374 円 346 円 362 円 
終  値 506 円 473 円 413 円 383 円 388 円 395 円 

（注）11 月の株価については、2022 年 11 月 17 日現在で表示しております。 
 
③ 発行決議日前営業日における株価 

 2022 年 11 月 17 日 
始  値 410 円 
高  値 417 円 
安  値 395 円 
終  値 395 円 
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（４）最近 3 年間のエクイティ・ファイナンスの状況 
①公募増資（新規上場時） 

払込期日 2020 年 7 月 31 日 

調達資金の額 2,268,400,000 円（差引手取概算額） 

発行価額 1,104 円 

募集時における発行済株式数 25,100,000 株 

当該募集による発行株式数 2,100,000 株 

募集後における発行済株式総数 27,200,000 株 

（注）「発行時における当初の資金使途」、「発行時における支出予定時期」及び「現時点における充当状
況」につきましては、下記「②第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した
第三者割当増資）」に合計額を記載しております。 

 

②第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資） 

払込期日 2020 年 9 月 2 日 

調達資金の額 447,120,000 円 

発行価額 1,104 円 

募集時における発行済株式数 27,200,000 株 

当該募集による発行株式数 405,000 株 

募集後における発行済株式総数 27,605,000 株 

割当先 みずほ証券株式会社 

発行時における当初の資金使途 

① 今後新規に開始されるプロジェクトを含めた自社パイプライ
ンの研究開発を推進するために必要な資金 

② 米国子会社の関連施設の増床等で必要となる資金（家賃増額分
及び移転費用等） 

（上記「①公募増資（新規上場時）」による資金調達を含めた資金使
途となっております。） 

発行時における支出予定時期 

① 今後新規に開始されるプロジェクトを含めた自社パイプライ
ンの研究開発を推進するために必要な資金（2020 年 8 月～12

月に 233,000 千円、2021 年 1 月～12 月に 512,000 千円、2022 年
1 月～12 月に 755,000 千円、2023 年 1 月～12 月に 875,748 千
円） 

② 米国子会社の関連施設の増床等で必要となる資金（家賃増額分
及び移転費用等）（2021 年 4 月～12 月に 83,000 千円、2022 年
1月～12月に 111,000千円、2023年 1月～2024年 12月に 145,772

千円） 

（上記「①公募増資（新規上場時）」による資金調達を含めた支出予
定時期となっております。また、上記調達資金は、実際の充当時期
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までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。） 

現時点における充当状況 

① 今後新規に開始されるプロジェクトを含めた自社パイプライ
ンの研究開発を推進するために必要な資金 2,375,748 千円につ
きましては、2022 年 9 月末において 1,614,259 千円（外部に発
注する研究試薬等を含む研究材料費 1,063,852 千円、研究設備
等の購入費用及び研究施設の維持管理費用等の米国の研究施
設自社パイプラインの研究開発を推進するために必要な費用
550,407 千円）を充当しております。今後も計画通りに、既存
及び新規のパイプラインの研究開発資金として 2023年 12月ま
でには全額充当する予定です。 

② 米国子会社の関連施設の増床等で必要となる資金（家賃増額分
及び移転費用等）339,772 千円につきましては、2022 年 9 月末
において 245,835 千円を充当しております。今後は、2024 年 12

月までには全額充当する予定です。 

（上記「①公募増資（新規上場時）」による資金調達を含めた充当状
況となっております。） 
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（別紙） 

株式会社モダリス第 9 回新株予約権発行要項 

株式会社モダリス第 9 回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の発行要項は以下のとおりとす
る。 

 

1. 新株予約権の総数 58,000 個 

2. 振 替 新 株 予 約 権 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以
下「社債等振替法」という。）第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の
適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第
164 条第 2 項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができ
ない。 

3. 新 株 予 約 権 

の目的である株式
の 種 類 及 び 数 

 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式
5,800,000 株とする（本新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数（以
下「交付株式数」という。）は、100 株とする。）。ただし、本項第(2)号
乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の
目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものと
する。 

(2) 当社が第 6 項の規定に従って行使価額（第 4 項第(1)号に定義する。以
下同じ。）の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整さ
れるものとする。 

               調整前交付株式数 × 調整前行使価額 

    調整後交付株式数＝ 

                     調整後行使価額 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 6 項に定
める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

(3) 前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式
数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数はこれを切
り捨てるものとする。 

(4) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 6 項第(2)号、第
(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行
使価額を適用する日と同日とする。 

(5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその
旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適
用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本
新株予約権者」という。）に通知する。ただし、第 6 項第(2)号⑥の場合
その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないとき
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は、適用の日以降速やかにこれを行う。 

4. 新株予約権の行使
に際して出資され
る 財 産 の 価 額 

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約
権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資さ
れる当社普通株式 1 株あたりの金銭の額（以下「行使価額」という。）
に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果 1 円未満の端数を生
ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 行使価額は、当初 395 円とする。ただし、行使価額は、第 5 項又は第 6

項に従い、修正又は調整されることがある。 

5. 行 使 価 額 の 修 正 (1) 2022 年 12 月 7 日以降、第 14 項第(1)号に定める本新株予約権の各行使
請求の通知が行われた日（以下「修正日」という。）の直前取引日の株
式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）における当社普通株式
の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の
90％に相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正
日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を 0.1 円以
上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該
修正日価額に修正される（修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」
という。）。 

ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が 277 円（ただし、第 6 項
第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。）
を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 

(2) 前号により行使価額が修正される場合には、当社は、第 14 項第(2)号に
定める払込みの際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知
する。 

6. 行 使 価 額 の 調 整 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当
社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合
は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使
価額を調整する。 

  交付普通株式数×1 株あたりの払込金額 

 既発行普通株式数＋                    

  時    価 

調整後行使価額＝調整前行使価額×                              

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

  (2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及び
その調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

①時価（本項第(3)号②に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をも
って当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行した取得条項
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付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約
権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合又
は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債
に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利の転換、交換若
しくは行使による場合を除く。また、当社及び当社の関係会社（財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条第 8 項に定め
る関係会社をいう。以下同じ。）の取締役、執行役員、使用人及び従
業員を対象とする株式報酬制度（以下「株式報酬制度」という。）に
基づき交付される場合には、当該交付の結果、(ⅰ)本新株予約権の発
行後において株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計
数及び(ⅱ)本新株予約権の発行後において当社及び当社の関係会社
の取締役、執行役員、使用人及び従業員を対象とするストックオプシ
ョン制度（以下「ストックオプション制度」という。）に基づき発行
された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される
当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日における
当社の発行済普通株式数（本新株予約権の発行後に当社普通株式の
株式分割、株式併合又は無償割当てが行われた場合には、当該株式数
は適切に調整されるものとする。以下本号③において同じ。）の 1％
を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が
1％を超える交付が行われた場合、当該交付に係る調整に際しては、
上記規定又は本号③の同様の規定により調整の対象とならなかった
それ以前の交付又は発行も考慮される。） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたと
きは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普
通株式の株主（以下「当社普通株主」という。）に割当てを受ける権
利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適
用する。 

②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合 

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日
以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これ
を適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通
株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、そ
の日の翌日以降これを適用する。 

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価
（本項第(3)号⑤に定義する。以下同じ。）をもって当社普通株式を交
付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、
又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新
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株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券
若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、
ストックオプション制度に基づき発行される場合には、当該発行の
結果、(ⅰ)本新株予約権の発行後において株式報酬制度に基づき交付
された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)本新株予約権の発行後におい
てストックオプション制度に基づき発行された新株予約権が全て当
初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合
計が、本新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数の
1％を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割
合が 1％を超える発行が行われた場合、当該発行に係る調整に際して
は、上記規定又は本号①の同様の規定により調整の対象とならなか
ったそれ以前の発行又は交付も考慮される。） 

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株
予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下
「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換
又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数
を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を
準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権（新株予約権付社
債に付されたものを含む。）の場合は割当日）又は無償割当ての効力
発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当て
を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降
これを適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通
株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していな
い場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている
取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換
又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数
を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を
準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを
適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予
約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る
対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得
日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権
（新株予約権付社債に付されたものを含む。）（以下「取得条項付株式
等」という。）に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の
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調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化
後普通株式数（本項第(3)号⑥に定義する。以下同じ。）が、(ⅰ)上記
交付の直前の既発行普通株式数（本項第(3)号③に定義する。以下同
じ。）を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数
を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式
を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式
数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。 

⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式 1 株あたりの
対価（本⑤において「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ
（本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合
を除く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修
正が行われる日（以下「取得価額等修正日」という。）における時価
を下回る価額になる場合 

(ⅰ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整
が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額
は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが
取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合
に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整
式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算
出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使
価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得
価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額
等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が
交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、
当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えると
きには、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調
整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用し
て算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用
する。なお、1 か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場
合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうち
の最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出する
ものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。 

⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権
利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が
当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を
条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使
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価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった
日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の
算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株
式の交付については第 19 項第(2)号の規定を準用する。 

(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 
   株式数 ＝                                           

調 整 後 行 使 価 額 
 

  この場合に 1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金に
よる調整は行わない。 

⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付
された場合における調整後行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、
当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用し
て算出するものとする。 

(3) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、
その小数第 2 位を切り捨てる。 

②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価
額を適用する日（ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日）に先立つ
45 取引日目に始まる 30 取引日の東証における当社普通株式の普通
取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この
場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第
2 位を切り捨てる。 

③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、
当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定めら
れている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、
調整後行使価額を適用する日の 1 か月前の日における、当社の発行
済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控
除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交
付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されてい
ない当社普通株式の株式数を加えるものとする。 

④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使
用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通
株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。 

⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予
約権付社債に付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされ
た額（本項第(2)号③における新株予約権（新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の
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価額を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際して当該株式
又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産（当社普通
株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して
交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の
調整においては、当該対価を行使価額調整式における 1 株あたりの
払込金額とする。 

⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価
額を適用する日の 1 か月前の日における、当社の発行済普通株式数
から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)（本
項第(2)号④においては）当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は
第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のう
ち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（ただし、当該行使価
額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」と
みなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式
の株式数を除く。）及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付
されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)（本項第(2)

号⑤においては）当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号
に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交
付されていない当社普通株式の株式数（ただし、当該行使価額の調整
前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなさ
れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式
数を除く。）及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式
等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され
た場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるもの
とする。 

(4) 本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に
掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が
行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承
継、他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式
の全部の取得、又は株式交付のために行使価額の調整を必要とする
とき。 

②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額
の調整を必要とするとき。 

③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生
により行使価額の調整を必要とするとき。 

④行使価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由
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に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他
方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて
適用する日が第 5 項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合
には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下
限行使価額については、かかる調整を行うものとする｡ 

(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、
あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整
後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通
知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前
記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを
行う。 

7. 新 株 予 約 権 の 

行 使 可 能 期 間 

2022 年 12 月 7 日から 2025 年 12 月 5 日までの期間（以下「行使可能期間」
という。）とする。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業
日及び前々営業日（機構（第 16 項に定義する。以下同じ。）の休業日等で
ない日をいう。）並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求
をすることができないものとする。 

8. 新株予約権の行使
により株式を発行
する場合における
増 加 す る 資 本 金 

及 び 資 本 準 備 金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、
会社計算規則第 17 条の定めるところに従って算出された資本金等増加限
度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生ずる場合は、
その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

9. 新 株 予 約 権 の 

取 得 条 項 

(1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後
15 取引日を超えない日に定められるものとする。）を別に定めた場合に
は、当該取得日において、残存する本新株予約権の全部を取得する。当
社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権者に
対して、本新株予約権 1 個あたり払込金額と同額を交付する。当社は、
取得した本新株予約権を消却するものとする。 

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式
交換、株式移転若しくは株式交付（以下「組織再編行為」という。）に
つき当社株主総会（株主総会が不要な場合は、取締役会）で承認決議し
た場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権
を取得するのと引換えに当該本新株予約権者に対して本新株予約権 1

個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を
取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

(3) 当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘
柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合に
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は、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から 2 週間後
の日（機構の休業日等である場合には、その翌営業日とする。）に、本
新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権者に対して本新
株予約権 1 個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約
権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するもの
とする。 

(4) 本項第(1)号及び第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社
は、当社取締役会で定める取得日の 2 週間前までに、当該取得日を、
本新株予約権者に通知する。 

10. 各 新 株 予 約 権 

の 払 込 金 額 

本新株予約権 1 個あたり 180 円 

11. 新 株 予 約 権 

の 払 込 総 額 

10,440,000 円とする。 

12. 新 株 予 約 権 の 

割 当 日 

2022 年 12 月 6 日 

 

13. 新 株 予 約 権 の 

払 込 期 日 

2022 年 12 月 6 日 

 

14. 新 株 予 約 権 の 

行 使 請 求 及 び 

払 込 の 方 法 

(1) 本新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関（社債等振替法第 2

条第 4 項に定める口座管理機関をいう。以下同じ。）に対し行使請求に
要する手続きを行い、行使可能期間中に機構により行使請求受付場所
に行使請求の通知が行われることにより行われる。 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求に要する手続きととも
に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構
又は口座管理機関を通じて現金にて第 18項に定める新株予約権の行使
に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に払い込むものとする。 

(3) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはでき
ない。 

15. 新 株 予 約 権 の 

行 使 の 条 件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

16. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。） 

17. 新 株 予 約 権 の 

行使請求受付場所 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

18. 新 株 予 約 権 の 

行 使 に 関 す る 

払 込 取 扱 場 所 

株式会社みずほ銀行 築地支店 

19. 新株予約権行使の
効 力 発 生 時 期 等 

(1) 本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が第 17

項に記載の行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に
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この文書は、当社の第９回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。 

際して出資される財産の価額の全額が払込取扱場所の当社の指定する
口座に入金された日に発生する。 

(2) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の 2 銀行営業日
後の日に振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によ
って株式を交付する。 

20. 単元株式数の定め
の廃止等に伴う取
扱 い 

当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中読み替えその
他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

21． 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を野村證券株式会社に割り
当てる。 

22． 申 込 期 間 2022 年 12 月 6 日 

23． 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

24． 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当
社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置い
て評価した結果を参考に、本新株予約権 1 個の払込金額を金 180 円とした。さらに、本新株予約
権の行使に際して出資される財産の価額は第 4 項記載のとおりとし、行使価額は当初、2022 年 11

月 17 日の東証における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額とした。 

 


